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はじめに

【開催日時】2025年5月21日 13:00～14:00

【開催場所】MCP事務所
【メンバー】議長 岩倉七重

会社側 大須賀淳（産業医）
横山幸江（衛生管理者・議事/事務局）

従業員側 岡田ゆか
今泉久美子

【議題】①労働災害、通勤災害、時間外労働状況報告（4月）：横山
②職場における熱中症対策の強化について ：横山

③ 『産業医へ衛生関係について質問、相談、討議の時間』：大須賀先生
④ 今月のテーマ『からだとこころにイイ！をはじめよう』：横山
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①労働災害、通勤災害、時間外労働状況報告（4月）

区分 派遣スタッフ 52名 運営スタッフ 3名

勤務形態 日8週40H超 フレックス

法定時間外労働 平均 1:34 0:00

最大 19:55 0:00

法定内休出 平均 0:17 0:00

最大 3:40 0:00

法定外＋法定内 平均 1:51 0:00

最大 19:55 0:00
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➁職場における熱中症対策の強化について
（令和7年6月1日改正労働安全衛生規則施行）

労働安全衛生規則の改正（罰則有り）が2025/4/15公布、2025/6/1より施行となります。
本省令改正の【主旨】【概要】【罰則】は以下となります。

【主旨】
熱中症を生ずるおそれのある作業※を対象に、事業者が次の具体的な熱中症対策【概要】①②を
事業場ごとに講じることが義務付けられる。
※ WBGT（湿球黒球温度）28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、
継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

【概要】
①報告体制の整備と周知：熱中症の自覚症状がある者やそのおそれがある作業者を見つけた者が、

その旨を報告するための体制を定め、関係作業者に対して周知 をすること。

➁症状悪化措置の整備と周知：作業からの離脱、身体冷却など、症状悪化を防止するため必要な措置に
関する内容や実施手順を定め、あらかじめ関係作業者に対して周知を
すること。

【罰則】 熱中症対策を怠り労働安全衛生法第22条違反と判断されたものは
「6ヶ月以下の懲役または50 万円以下の罰金」が科される。 
（今後は所轄の労基署の立入等で順守状況の確認をされることが考えられます）
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厚生労働省リーフレットより抜粋



エムシーパートナーズ株式会社7

厚生労働省リーフレットより抜粋
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厚生労働省リーフレットより抜粋

①報告体制の整備と周知⇒報告を受け取るだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェラブルデバイス等の
活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

➁症状悪化措置の整備と周知⇒実施手順の作成はフロ－図などを作成し関係者へ周知すると分かりやすい
でしょう。

＊エムシ－パ－トナ－ズとしての対応＊
製造現場で働くMCP派遣スタッフについては、派遣先で対応をしていただくことになります。

MCP運営スタッフについては、該当する作業はないが、熱中症については室内でも起こりうるため、
熱中症対策（熱中飴やOS-1の常備）についてはこれまで通り、継続して行きます。
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③産業医へ衛生関係について質問、相談、討議の時間
＜質問、相談、討議事項＞

復職判定委員会についての質問
復職判定委員会とは・・・休職中の従業員が職場復帰する際に、その可否や配慮事項を判断するために実施します。産業医、人事担当者、職
制などが、主治医の診断や意見書、職場環境などを総合的に評価して、復職可否を決定します

Q1.復職判定委員会については、派遣元は義務。。。？
（産業医）復職判定委員会は、派遣に関わらず義務付けられているものではありません。一方で安全配慮義務
として、安全・健康に働けるよう検討することは義務となります。復職するにあたって従業員の健康 状態を把
握し、従業員が安全健康に働けるかどうかを判断します。職場復帰後の配慮事項や職場環境なども考え従業員
が安心して復帰できるよう検討します。

Q2.復職判定委員会は、本人の同意を得て実施するのでしょうか。本人が拒んだ場合は実施しなくてよいで 
しょうか。
（産業医）本人の同意は必要なく、長期休職者には復職判定委員会が規則等にて周知しそれに基づいて行いま
す。復職判定委員会は法令義務ではありませんが、安全健康に働くことができるのかを会社が検討することは
義務ですので、就業規則に定めておくなど復職復帰の体制があると復職判定がスムーズにできるかと思います。

Q3.復職判定委員会の実施は、長期の休職者全員が対象となりますか。
（産業医）1人ずつ、病状や休職理由、休職期間や回数もさまざまです。長期の休職者全員がその対象となる
というわけではないです。MCCでは１ヶ月以上の休職者に対して実施しています。MCPでは1か月以上お休み
の方を産業医へ連絡いただき、病状に応じて実施することとなっています。
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今月のテーマ

『からだとこころに
イイ！をはじめよう』
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豊橋市国民健康保険
「まるごと！健康づくりカレンダー」より引用
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MCGグループの社外健康相談窓口

＜サービスの概要＞

◆対象者
MCGグループの日本リージョンで勤務される方（従業員、派遣社員）およびそのご家族（健康保険組合の被保険者以外の方も利用可）

相談者のプライバシーは保護され、個人名や相談内容が、会社に伝わることはありません。安心してお気軽にご利用ください。

≪サービス番号≫

① ファミリー健康相談

② 面接カウンセリング

③ 電話カウンセリング

④ 電話カウンセリング予約受付

⑤ ベストドクターズ・サービス

１．専用無料ダイヤルに電話をかけ、自動音声ガイドに従い、サービス番号をプッシュする

２．相談員とつながったら、「MCG グループの利用者です（本人または家族）」と伝える

＜利用方法＞
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次回
衛生委員会予定

・日時
2025年 6月 18日（水） 13:00～14:00

・場所
MCP事務所
 


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16

